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〒456-0031 名古屋市熱田区神宮二丁目 3番 4号もやいビル 

2022年度総会が終わりました 

今年の総会も新型コロナウイルスの蔓延防止のため、表決書による議決を行いました。

正会員の皆様におかれましては表決書の提出ありがとうございました。表決の結果すべての

議案が可決いたしました。各議決については以下の通りとなります。 

 

 第一号議案 2021 年度事業報告書…可決 

 第二号議案 2021 年度決算報告書…可決 

 第三号議案 2022 年度事業計画書…可決 

 第四号議案 2022 年度活動予算書…可決 

 第五号議案 役 員 報 酬 規 程…可決 

 

受任件数が 60件となりました 

令和 4 年 6 月末時点で成年後見もやいが受任している件数は 60 件となりました。死亡

等により終了したものが 8 件ありますので延べ受任件数は 68件となりました。現在受任し

ているケースの他に申立支援をしているものや相談を受けているケースが 7～8 件程あり、

成年後見制度の必要性を感じております。 

また今後の件数増加に対して新規職員の採用や後見支援員の募集の検討も進めていく必要

があると感じております。裏面に事務局スタッフ募集の要綱を掲載します。ご興味のある方

は事務局まで連絡お願いします。 

6月末の類型別・症例別受任件数の内訳は以下の通りとなります。 

  知的障害 精神障害 認知症 その他 計 

後見 43 1 1 1 46 

保佐 11 2 1 0 14 

補助 0 0 0 0 0 

計 54 3 2 1 60 

令和 4 年 6 月末現在 



 

名古屋市に要請書を提出しました 

6 月 1 日、成年後見もやいが名古屋市で法人後見を行う 6 団体に働きかけ、名古屋市に

対して①法人後見団体を運営するための補助金の新設の検討、②名古屋市の成年後見制度利

用支援事業の拡充を内容とする要請書を法人後見団体の連名で提出いたしました。 

第二期成年後見制度利用促進基本計画では地域共生社会の実現に向けて成年後見制度がそ

の手段の一つとして位置づけられており、さらなる後見人の担い手の確保のために法人後見

団体を育成する必要性についても明記されています。しかし、成年後見もやいをはじめとし

た法人後見団体は厳しい財政状況の中で運営をしております。計画の中で法人後見団体の必

要性を述べている以上、行政は法人後見団体が安定した運営をすることができるように補助

金を検討する必要があります。 

今回の要請書提出にあたっては健康福祉局地域ケア推進課が対応をしていただき、要請の

内容について理解を得ることはできました。今後も予算の編成に向かって、補助金の新設に

関わる取り組みをしていきたいと思います。 


